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第１章 総 則 

第１条（約款の適用） 

株式会社長崎ケーブルメディア（以下「当社」といいます。）が提供する法人・自治体向けサービス（以

下「本サービス」といいます。）は、以下に定める長崎ケーブルメディア 法人・自治体向けサービス契約

約款（以下「本約款」といいます。）が適用されます。本約款は、本サービスを利用する者の利便性と当

社の効率的な業務を遂行することを目的とします。なお、別に定める場合を除き、本約款に定めのない事

項については、各サービス利用規約等によるほか、法令又は一般慣習によります。 

 

第２条（用語の定義） 

本約款において使用する用語は、電気通信事業法及び関連法令において使用する用語例によるほか、そ

れぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設

備を他人の通信の用に供すること 

３ 電気通信回線設備 
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と

して設置される交換設備並びにこれらの付属設備 

４ 電気通信回線 

電気通信事業者（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事

業法」といいます。）第９条の登録を受けた者又は事業法第１６条第１

項の届出をした者をいいます。）から電気通信サービスの提供を受ける

ために使用する電気通信回線設備 

５ 加入契約 
当社から本サービスの提供を受けるために、当社と加入者との間に締結

される契約 

６ 加入者 当社と本サービスの加入契約を締結している者 

７ 加入申込者 本サービスの利用を希望し、当社に本サービスの加入申込を行う者 

８ 加入者回線 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 

９ 端末設備 

加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分（接続

部分）の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ず

る区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

１０ 機器等 当社が加入者に貸与するネットワーク機器等 

１１ 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 

１２ 自営電気通信設備 
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以

外のもの 

１３ 技術基準等 

事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係わる端末設備等の接

続の条件及び端末設備等規則（昭和６０年総務省令第３１号）で定める

技術基準 
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１４ 消費税相当額 

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定に

基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 

第３条（関連法令の遵守） 

本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとしま

す。 

 

第４条（約款の効力） 

本約款のいずれかの条項が関連法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、か

かる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関連法令

等に基づく条項に置きかえられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。 

 

第５条（約款の変更）  

当社は、本約款を変更することがあります。なお、この場合には、変更後の新約款を適用するものとしま

す。 

 

第６条（合意管轄）  

本約款は、日本国の国内法に準拠するものとし、加入者と当社との間における一切の紛争等については、

長崎地方裁判所又は長崎簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２章 加入契約 

第７条（サービスの内容等） 

当社は、本約款及び加入者との契約内容に基づき、定められた業務区域内で本サービスの提供を行いま

す。なお、状況により、本サービスの内容を変更又は終了する場合があります。 

 

第８条（サービスの種類等） 

本サービスの加入契約には、当社が別途定める法人・自治体向けサービス料金表及び各サービス料金表

（以下「料金表」といいます。）に規定するサービスの種類等があります。 

 

第９条（付加機能の提供） 

当社は、加入者から申出があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 

 

第１０条（加入契約申込の方法） 

加入申込者は、加入契約の申込をするときは、予め本約款及び各サービス利用規約等を承諾の上、次に掲

げる事項について記載した当社所定の加入申込書類（以下「契約書面」といいます。）を当社に提出する

ものとします。 
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（１）加入者を特定するために必要な事項 

（２）料金表に規定する本サービスの種類等 

（３）その他加入契約の申込に必要な事項 

２ 加入申込者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等に、賃貸借人その他当社の設備又

は機器等の設置に関して利害に関係する者（以下「利害関係人」といいます。）がいる場合には、加入申

込者は、当社所定の方法にて、利害関係人の承認を得るものとします。 

３ 加入契約に基づいて本サービスを受ける権利は、契約書面に記載した人物にあるものとします。 

 

第１１条（加入契約申込の承認） 

当社は、加入契約の申込があったときは、受付けた順に従って承認します。ただし、当社の業務の遂行上

支障があるときは、その順序を変更することがあります。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、加入申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合に

は、加入契約の申込を承認しないことがあります。また、当社は、承認後においても次の各号のいずれか

に該当する事実が判明した場合には、違約の責を負うことなく、その承認を取消すことができるものと

します。 

（１）本サービスを提供するための電気通信回線、当社の設備又は機器等を設置することができない場

合、又は保守、その他技術的な理由により本サービスの提供が困難な場合 

（２）加入申込者が、自己に課せられた債務（当社が別途定める料金及び料金以外の債務をいいます。以

下同じ。）の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認めら

れる場合 

（３）契約書面及び当社への提出書類の記載事項に虚偽、不備（名義、捺印、識別のための番号及び符合

情報等の相違、記入漏れ等をいいます。）がある場合 

（４）加入申込者が、当社又は他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれが

あると認められる場合 

（５）加入申込者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作物等において、利害関係人がいる場合

であって、当社所定の書面による利害関係人からの承認が得られない場合 

（６）申込、工事又は料金支払等について、当社所定の方法に従っていただけない場合 

（７）加入申込者が本約款及び各サービス利用規約等に違反するおそれがあると当社が判断した場合 

（８）その他、当社の業務に著しい支障がある場合 

第１１条の２（反社会的勢力の排除） 

加入申込者は、暴力団、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員

をいいます。以下同じ。）、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

密接交際者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして不正な利

益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者、特殊知能暴力集

団、暴力団等反社会的勢力に類する行為（脅迫的言動、強要等）を行う者、その他これらに準ずる者（以

下「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、

かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
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（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（３）自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、

不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関

係を有すること 

（５）暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

２ 加入申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確

約するものとします。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）加入契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ 当社は、第１１条（加入契約申込の承認）に規定する承認後においても、加入申込者が暴力団員等若

しくは第１項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第１項

の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が加入申込者を加入者とする

ことを不適当と判断した場合には、違約の責を負うことなく、その承認を取消すことができるものとし

ます｡ 

４ 当社は、前項の規定により加入申込者に損害が生じた場合、加入申込者に対していかなる責任も負

わないものとします。 

 

第１２条（加入契約の成立） 

加入契約は、予め本約款及び各サービス利用規約等を承諾の上、当社所定の手続を経て、当社が加入申込

の承認を行い、当社が加入者へ本サービスを開始したときに成立するものとします。 

 

第１３条（その他の加入契約内容の変更） 

当社は、第８条（サービスの種類等）以外の加入契約内容の変更を加入者から申出された場合は、第１０

条（加入契約申込の方法）の規定に準じて加入契約内容の変更を行います。 

２ 当社は、前項の申出があったときは、第１１条（加入契約申込の承認）の規定に準じて取扱います。 

 

第１４条（譲渡の禁止） 

加入者が加入契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。 

 

第１５条（加入者の地位の承継） 

当社は、相続又は法人の合併により、加入者の地位の承継があったときは、加入者からの申出に基づき、

第１１条（加入契約申込の承認）の規定に準じて取扱います。相続人又は合併後相続する法人若しくは合

併により設立された法人は、これを証明する書類及び当社所定の書面を速やかに当社に提出するものと

します。 
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２ 地位を承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。 

 

第１６条（加入者が行う加入契約の解約） 

加入者は、加入契約を解約しようとするときは、各サービス利用規約等に規定する期日までにその旨を

当社に申出るものとします。 

２ 前項による加入契約の解約は、加入者より申出があり、当社が本サービスを停止した日をもって解

約日とし、加入者は、加入契約による全ての権利を失うものとします。ただし、天災地変等の非常災害に

より、前項の申出をすることができなかったものと当社が認めた場合は、当該非常災害の発生の日とす

ることがあります。 

３ 当社は、加入者が加入契約を解約するときは、当社又は当社の指定する者により、当社に帰する設備

の資産等を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその

他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係わる費用については、加入者が負担するものとします。 

４ 加入者は、加入契約を解約するときは、解約に係わる費用等が別途定められている場合、その料金を

当社に支払うものとします。 

５ 加入者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた加入者の補償責任

及び義務は失効しないものとします。 

 

第１７条（当社が行う加入契約の解除） 

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その加入契約を解除します。 

（１）本約款及び各サービス利用規約等に違反する行為があった場合 

（２）第２３条（料金の適用）に規定する料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合

（当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。） 

（３）第２２条（サービスの停止）の規定により、本サービスの利用を停止された加入者が、なおその事

実を解消しない場合 

（４）当社の責に帰すべからざる事由により、当社の設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難

で、本サービスの継続ができない場合 

２ 当社は、前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由が

あるときは、直ちに本サービスの利用を停止し、その加入契約を解除する場合があります。 

３ 当社は、加入者が、暴力団員等反社会的勢力に属すると判明した場合は、その加入契約を解除しま

す。 

４ 当社は、第１項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、そのことを当社所定の方法

にて加入者に通知します。ただし、前２項に該当する場合は、加入契約の解除の旨を通知又は催告しない

場合があります。 

５ 当社は、加入契約を解除するときは、当社又は当社の指定する者により、当社に帰する設備の資産等

を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有又は占有する土地、建物又はその他の工作

物等の復旧を要する場合、その復旧に係わる費用については、加入者が負担するものとします。 

６ 加入者は、加入契約を解除されたときは、解約に係わる費用等が別途定められている場合、その料金

を当社に支払うものとします。 
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７ 加入者は、加入契約を解除されたときは、直ちにこの加入契約による全ての権利を失うものとしま

す。 

８ 加入者は、加入契約を解除された場合でも、故意又は過失によって解除前に生じた加入者の補償責

任及び義務は失効しないものとします。 

９ 当社は、加入契約を解除した場合、加入者に対していかなる責任も負わないものとします。 

 

第１８条（最低利用期間） 

本サービスには、当社が別途定める最低利用期間が適用される場合があります。最低利用期間が適用さ

れる加入者は、その定められた期間内に加入契約の解約があった場合、サービス毎に定める料金等を当

社が定める期日までに一括して支払うものとします。 

 

第１９条（加入者情報の変更） 

加入者は、当社への提出書類に記載した称号、名称、代表者、住所、電話番号、料金支払方法、料金支払

口座等の変更がある場合には、速やかにその旨を当社所定の方法にて当社に申出るものとします。 

 

第２０条（通知） 

当社が、加入者の届出た住所に宛て通知を発します。その通知は、通常到達すべきであった時に到達した

ものとみなします。 

 

第３章 サービスの中止等 

第２１条（サービスの中止又は中断） 

当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止又は中断することがあります。 

（１）当社設備の保守上、又は工事上やむを得ない場合 

（２）やむを得ない事由により、当社設備に障害が生じた場合 

（３）他の事業者側の設備の保守上、又は工事上やむを得ない場合 

（４）他の事業者側の事情による障害が生じた場合 

（５）天災、地変、気象状況、火災、事故等やむを得ない事由による機能停止及び障害が生じた場合 

（６）前各号のほか、当社が上記に類すると判断した場合 

２ 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を中止又は中断するときは、そのことを当社所定の方

法にて加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第２２条（サービスの停止） 

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止する場合があります。 

（１）本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合（当社がその

支払の事実を確認できないときを含みます。） 

（２）本サービスの料金その他の債務の決済に用いるクレジットカード又は加入者が指定する預金口座

の利用が、解約その他の理由により認められなくなった場合 
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（３）加入契約の申込に当たって、当社所定の書面等に事実に反する記載を行ったことが判明した場合 

（４）第３９条（禁止事項）のいずれかに該当する加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じな

い場合 

（５）第４０条（利用に係わる加入者の義務）の規定に違反した場合 

（６）本約款及び各サービス利用規約等に違反したおそれがあると当社が判断した場合 

（７）加入者が暴力団員等反社会的勢力に属すると判明した場合 

（８）前各号のほか、本約款及び各サービス利用規約等に違反する行為、本サービスに関する当社の業務

の遂行若しくは当社設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれがある場合 

２ 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、そのことを当社所定の方法にて加

入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

３ 加入者は、第 1 項の規定により本サービスの利用が停止となった場合、当社所定の方法により本サ

ービスの料金その他の債務について支払うものとします。 

 

第４章 料金の支払等 

第２３条（料金の適用） 

本サービスの料金は、料金表に規定するところによります。 

２ 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、料金表を改定する場合は、２ヶ月前に当社所定の方法により当 

該加入者に通知するものとします。 

 

第２４条（端数処理） 

当社は、料金の支払について、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。た

だし、損害金に相当するものは消費税相当額を加算しません。 

２ 料金の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 

 

第２５条（料金の支払） 

料金の支払は、当社所定の方法にて取扱います。なお、料金の支払を当社が確認できない場合、加入者は、

料金その他の債務について、当社所定の方法にて支払を要します。その際に発生する手数料については、

加入者の負担とします。 

 

第２６条（利用料等の支払義務） 

加入者は、利用料等の支払については、契約書面に記載した支払方法により、本サービスの態様に応じ

て、加入契約ごとに第２５条（料金の支払）の規定に準じて定められた期日までに、料金表に規定する利

用料等を当社に支払うものとします。 

２ 前項の期間において、利用中止等により、本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料

等の支払は、次によります。 

（１）第２１条（サービスの中止又は中断）の規定により、本サービスの中止又は中断があった場合にお

ける当該中止又は中断期間の利用料等は、免除又は減額されないものとします。ただし、第３６条（責任
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の制限）の規定による場合を除きます。 

（２）第２２条（サービスの停止）の規定により、本サービスの利用の停止があった場合における当該停

止期間の利用料等は、当該サービスが利用されていたものとして取扱います。 

３ 当社は、支払を要しない利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。 

 

第２７条（手続に関する料金の支払義務） 

加入者は、本約款及び各サービス利用規約等に規定する加入契約の申込、変更又は解約の申出を行い、当

社がこれを承認したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその加入

契約の申込、変更又は解約の申出の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にそ

の料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。 

２ 当社は、加入契約の解約による手続に関する料金の返還はしないものとします。 

 

第２８条（工事に関する費用の支払義務） 

加入者は、本約款及び各サービス利用規約等に規定する加入契約の申込、変更又は解約の申出を行い、当

社がこれを承認したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその加入契約

の申込、変更又は解約の申出の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料

金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。 

２ 当社は、工事の着手後に加入契約の申込、変更又は解約の申出の取消しがあった場合でも、工事に関

する費用の返還はしないものとします。 

３ 当社は、加入契約の解約による工事に関する費用の返還はしないものとします。 

 

第２９条（割増金） 

加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算

しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社所定の方法

にて当社に支払うものとします。その際に発生する手数料については、加入者が負担するものとします。 

 

第３０条（延滞処理） 

加入者は、料金を第２５条（料金の支払）に規定する支払方法により、定められた期日までに遅滞なく支

払わなければなりません。加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、別に

定める延滞手数料を当社に支払うものとします。その際に発生する手数料については、加入者が負担す

るものとします。 

２ 加入者は、料金その他の債務（延滞手数料は除きます。）について、支払期日を経過してもなお支払

がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年１４．５％（年当たりの

割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とします。）の割合で計算して得た額を

遅延損害金として当社に支払うものとします。その際に発生する手数料については、加入者が負担する

ものとします。 
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第３１条（期限の利益の喪失） 

加入者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社に対する一切の債務の期限

の利益を失い、直ちに債務の弁済を行うものとします。 

 

第３２条（債権譲渡） 

加入者は、当社が加入者に対して有する加入者の料金その他の債務又はこれらに係わる延滞利息を第三

者に譲渡又は信託することがあることを予め承諾するものとします。 

 

第３３条（債権回収） 

当社は、加入者から料金又債務の支払がない場合は、その回収を当社と業務契約を締結している債権回

収会社に委託することがあります。この場合、加入者の契約情報及びその他の債務の情報は、債権回収会

社に提供されます。 

 

第５章 設 備 

第３４条（設備等の設置及び費用の負担等） 

本サービスに必要な設備及び機器等の設置工事は、全て当社又は当社の指定する者が行うものとします。 

２ 当社は、本サービスに必要な設備及び機器等の設置のため、加入者が所有又は占有する土地、建物又

はその他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人がある

ときは、当該加入者は、予め必要な承認を得ておくものとします。なお、これに関する責任は加入者が負

うものとし、後日苦情が生じた場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。 

 

第３５条（機器等） 

当社は、加入者に対して、本サービスの提供に必要な機器等を貸与するものとします。 

２ 当社が、本約款及び各サービス利用規約等に基づいて貸与する機器等及び設置する設備等に要する

電気料金等については、加入者が負担するものとします。 

３ 加入者は、使用上の注意事項を厳守し、善良なる管理者の注意をもって機器等を維持管理するもの

とします。 

４ 機器等は、当社、他の事業者又はメーカーにより、必要に応じて仕様変更される場合があります。 

５ 加入者は、当社、他の事業者又はメーカーが必要に応じて行う場合がある機器等の交換又はバージ

ョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。 

６ 加入者は、当社が認める場合を除き、機器等の交換を行ってはならないものとします。 

７ 加入者は、加入者の故意又は過失により機器等を故障又は破損させた場合は、修理にかかる実費相

当分を当社に支払うものとします。また、加入者は、加入者の故意又は過失により機器等を修理不能とし

た場合は、当該機器等の購入対価を当社に支払うものとします。 

８ 加入者は、第１６条（加入者が行う加入契約の解約）又は第１７条（当社が行う加入契約の解除）に

規定する解約の場合、直ちに機器等を当社に返還するものとします。なお、当社に返却がない場合、又は

機器等が故障、破損していた場合は、加入者は、当該機器等の購入対価を当社に支払うものとします。 
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第６章 損害賠償 

第３６条（責任の制限） 

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかった

ときは、当社が別途定める規定により、その加入者の損害を賠償します。ただし、加入者が当該申出をし

得ることとなった日から３ヶ月を経過する日までに当該申出をしなかったときは、加入者は、その権利

を失うものとします。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用に関して、加入者と第三者との間に生じた加入

者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。 

 

第３７条（加入者の切分け責任） 

加入者は、本サービスに異常がある場合は、加入者設備等に故障のないことを確認の上、当社に修理の申

出を行うものとします。 

２ 当社は、加入者から前項に関する申出があった場合、当社又は当社の指定する者が調査又は検査を

行い、必要な措置を講ずるものとします。 

３ 加入者は、本サービスに異常をきたしている原因が加入者設備による場合は、その修復に要する費

用、及び当社の係員の派遣に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。 

４ 加入者は、加入者の故意又は過失により当社の設備又は機器等を故障又は破損させた場合は、その

修理、交換に要した費用及び当社の係員の派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担す

るものとします。 

 

第３８条（免責） 

当社は、本サービスを利用又は利用できなかったことで加入者が損害を被った場合、第７条（サービスの

内容等）、第２１条（サービスの中止又は中断）、第２２条（サービスの停止）及び第３６条（責任の制限）

の規定によるほか、次の各号に該当する場合は、いかなる責任も負わないものとし、当該利用料等は、免

除又は減額されないものとします。 

（１）天災、地変、気象状況、火災、事故等やむを得ない事由による機能停止及び障害が生じた場合 

（２）停電による障害が生じた場合 

（３）当社設備、自営端末設備、自営電気通信設備等に起因する機能停止及び障害が生じた場合 

（４）当社設備の維持管理、更新による機能停止及び障害が生じた場合 

（５）その他、当社の責に帰することのできない事由 

２ 当社は、本サービスに係わる設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有又は

占有する土地、建物又はその他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失に

より生じたものであるときを除き、その損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。 

３ 当社は、当社が貸与する機器等を除き、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の動作保証はいたし

ません。 

４ 当社は、当社が貸与する機器等を加入者が移動、取外し、変更、分解又は損壊したことにより発生し
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た損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。 

５ 当社は、技術基準及び本約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更

を必要とする場合であっても、その費用については、負担しないものとします。 

 

第７章 禁止事項等 

第３９条（禁止事項） 

加入者は、次の各号のほか、故意又は過失を問わず、当社が各サービス利用規約に規定する禁止事項を行

ってはならないものとします。 

（１）当社が貸与する機器等、及びコンピュータプログラム等を複製、改造、変造、解析等する行為 

（２）当社が貸与する機器等を当社の許可なく第三者に貸与、質入れ又は譲渡する行為 

（３）当社又は第三者の権利、利益を侵害する行為 

 

第４０条（利用に係わる加入者の義務） 

加入者は、当社が本サービスを提供するために必要な設備の設置、更新、調整、検査、修理、撤去等を行

うことに協力するものとします。 

２ 加入者は、前項において、当社又は当社の指定する者が、加入者が所有又は占有する土地、建物又は

その他の工作物等への立入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

３ 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した設備又は機器等を移動、取外し、変更、分解、若しくは

損壊、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、地変その他の事態に

際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のた

めに必要があるときは、この限りではありません。 

４ 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置し

た設備又は機器等に他の機械、付加部品等を取付けないものとします。 

５ 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した設備又は機器等を、善良なる管理者の注意をもって維

持管理するものとします。 

６ 加入者は、前３項の規定に違反して、当社が加入契約に基づき設置した設備又は機器等を紛失又は

毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払

うものとします。 

 

第４１条（加入者の関係者による利用） 

加入者は、加入者以外の者（以下「関係者」といいます。）が本サービスを利用するときは、関係者に対

しても本約款及び各サービス利用規約等を遵守させる義務を負うものとします。 

２ 関係者が第３９条（禁止事項）に該当する事項を行った場合、又は故意、過失により当社に損害を被

らせた場合は、関係者の行為を加入者の行為とみなして、本約款及び各サービス利用規約等を適用する

ものとします。 
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第８章 個人情報の取扱い 

第４２条（個人情報の取扱い） 

当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報を、当社が別途定める「個人情報保護に対する基本方

針」及び「個人情報の保護に関する宣言」に基づいて適正に取扱います。 

２ 当社は、加入者に関する次の情報を業務の遂行上必要な範囲で取扱います。  

（１）加入者の氏名、名称、電話番号、住所、居所、請求書の送付先及び生年月日に関する事項 

（２）加入契約の内容に関する事項 

（３）料金等の請求額、料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、支払方法、口座振替に係わる口座

名義人及び口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払に関する

事項 

３ 当社は、個人情報を次の目的のために利用するものとします。  

（１）本サービスに係わる加入契約の申込、加入契約の締結、工事の施工等の業務、料金の適用、料金

の請求や返金手続等、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する手続、

その他の当社の契約等に係わる業務遂行のため 

（２）本サービスの使用状況（法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます。）を利用し、設備

の保守、営業・販売活動の促進及びプロモーションを行うため 

（３）本サービスの使用状況（法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます。）について、アン

ケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発及びサービスの維持・向上を図るため 

（４）加入者に電子メール、郵便、電話等で連絡することにより、当社の各種サービス・キャンペーン・

イベント又は業務提携先等の商品やサービス等の情報を提供するため 

（５）加入者がダウンロードしたコンテンツ及びアプリケーションの情報の管理をするため。また、その

サポートを目的としたサービスの維持・向上のため 

（６）前各号のほか、加入者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため 

４ 当社は、前項に規定する利用目的に必要な範囲で、個人情報の取扱いの全部又は一部を、当社の業務

を委託している者、提携事業者及びサービス提供に係わるクレジットカード会社等の金融機関に預託す

る場合があります。  

５ 加入者からの問合せ内容・意見・要望等を正確に把握し、サービス向上に活かすため、電話応対時に

通話録音する場合があります。 

６ 第３項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当社が加入者の個人情報を利用すること

があります。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場

合 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得る

ことが困難である場合 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
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がある場合 

７ 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。 

（１）予め加入者本人の同意を得た場合 

（２）合併、会社分割、事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合 

（３）前項各号に該当する場合 

 

附 則 

（実施期日） 

本約款は、２０２４年３月１５日より実施します。 


